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平成２４年第１回農業委員会総会 

 

         平成２４年１月２０日午後３時３０分 八街市農業委員会総会を 

         八街市役所第１会議室に招集し、内容は次のとおりである。 

 

１．出席者 

    １．森  邦 央      ８．鈴 木 勝 雄      17．加 藤 孝 一 

    ２．立 﨑 義 久      ９．岩 品 要 助      18．石井とよ子 

    ３．武 藤  功      10．栗原十三男      19．関 端  旭 

    ４．宮 部  操      11．関 口 芳 秀      20．菅 野 喜 男 

    ５．赤 地 達 雄      12．小 山 優 一      21．三 須 裕 司 

    ６．内 藤 富 夫      13．飛 田 育 男      22．川 野  繁 

    ７．林  和 弘      15．井 口 政 直       

 

２．欠席者  

    14．瀬 山 晢 信      16．中 川 利 夫 

 

３．事務局 

    事 務局長  藤 﨑 康 雄         主 査 補  山 内 裕 義 

    副 主 幹  梅 澤 孝 行         主 査 補  山浦美江子 

 

４．議決事項 

    議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（市許可） 

    議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について 

    議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第４号 農用地利用集積計画の承認について 

 
５．その他 

    報告第１号 農地法施行規則第３２条第１号の規定による農地転用の届出について 

    報告第２号 農地法施行規則第５３条第５号の規定による農地転用の届出について 

    報告第３号 農用地利用集積計画の中途解約に係る通知について 

    報告第４号 農地の利用関係の紛争の和解の仲介の取り下げについて 



○藤﨑事務局長 

 開会を宣す。（午後３時３０分） 
○川野会長 

 会議を始める前に一言ごあいさつを申し上げます。１月第１回目ですので、改めまして、明

けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 
 寒さの折、大分乾燥しておりましたので、風邪引きもちらほら出て、学校などは大分、二州

小学校など、先ほど関口委員が言っておりましたけれども、休校になるのかなというような状

態まで風邪がはやっているそうでございます。皆さん、十分に体に気を付けていただきたいと

思います。 
 今回は、今まで農業委員会の３条案件ですが、市の場合には市が許可と。市以外のところは

県が許可というふうになっておりましたけれども、今年の４月１日からすべてが全部、市の許

可ということに変わってまいります。そのために、事務指針なども多少変えなければという場

所がありますので、今、事務局において、それをやっていただいております。それができ上が

った際は、皆さんによく読んでいただいて、こうした方がいいとか、そうすべきじゃないかと

いう点があったら修正するということで、今進めておりますので、よろしくお願いいたしたい

と思います。 
 また、今期のうちはいいんですけれども、来期になると人員の削減等も今期の者に協議して

もらうようになるのかなというふうに、私は考えておりますけれども、まだ、そういうところ

までは、市当局とも話をしておりませんけれども、農家人口の減少に合わせて、農業委員の削

減もやらなければしようがないのかなと考えておりますので、それも頭の隅に置いていただき

たいと思います。 
 以上で、あいさつになりますけれども、今月の案件につきましては、農地法第３条、第５条、

本体で１０件、計画変更承認申請１件、農用地利用集積計画の承認３件、農地法施行規則第３

２条の規定による届出１件、農地法施行規則第５３条の規定による届出３件、農用地利用集積

計画の中途解約が１件、和解の仲介の取り下げ１件、合わせまして総件数で２０件が提出され

ております。慎重審議のほどをお願いいたしまして、あいさつといたします。 
 ただいまの出席委員は２０名です。委員の定数の半数以上に達しておりますので、この総会

は成立いたしました。 
 なお、瀬山委員、中川委員より、欠席の届け出がありましたので、報告いたします。 
 それでは、日程に従いまして、会務報告をお願いいたします。藤﨑事務局長、お願いします。 

○藤﨑事務局長 

 それでは、会務報告をいたします。 

 １月５日、木曜日。午後１時３０分から転用事実確認現地調査及び農地パトロールを行いま

して、担当委員、関端部長、飛田委員出席のもと実施いたしました。 

 １月１６日、月曜日。午後１時３０分から、この日は部会の現地調査の日でしたが、部会案

件がなかったために、転用事実確認現地調査のみ実施いたしました。出席委員、林副部長、宮
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部委員、井口委員、石井委員出席のもと実施いたしました。 

 以上でございます。 

○川野会長 

 次に、議事録署名委員の選任でございますが、議長から指名することでご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○川野会長 

 異議なしと認め、こちらからご指名申し上げます。 

 今月は、議席番号１３番の飛田委員、瀬山委員が欠席ですので、１５番の井口委員にお願い

いたします。 

 議事に移ります。 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。梅澤副主幹、お願いいたします。 

○梅澤副主幹 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請、市許可分についてご説明します。 

 番号１、区分売買、所在木原字釜ノ作、地目畑、面積３筆合計で４千４０５平方メートル。

権利者事由は、経営規模を拡大したい。義務者事由は、相続で農地を取得したが、農業をして

いないため、売却したい。 

 次に、番号２、区分遺贈、なお、この遺贈の意味につきましては、後ほど説明したいと思い

ます。所在東吉田字和田、地目畑、面積２筆合計で１万９千４３７平方メートル。権利者事由

は遺贈により農地を取得し、経営規模を拡大したい。義務者事由は遺言書に基づき農地を遺贈

する。 

 次に、番号３、区分売買、所在沖字東沖、地目畑、面積２筆合計で３千６７２平方メートル。

権利者事由は、経営規模を拡大したい。義務者事由は、相続で農地を取得したが、農業をして

いないため売却したい。 

 次に、番号４、区分売買、所在沖字中沖、地目畑、面積４筆合計で５千９４９平方メートル。

権利者事由は、経営規模を拡大したい。義務者事由は、農地を売却し、借金の返済に充てたい。 

 次に、ただいま番号２番で説明いたしました権利者事由にあります遺贈について、若干補足

説明をいたします。 

 遺贈とは、遺言、別名「いごん」とも言うのですが、遺言によりまして、財産の全部もしく

は一部を無償で譲与、要するに譲り渡すものでございます。また、この遺贈には包括遺贈と特

定遺贈の２種類ございます。最初の包括遺贈とは、例えば財産の全部または一定の割合、例え

ばＡさんの持っている財産の半分、または３分の１などを譲渡、譲り渡すことを言います。そ

の中に農地等が含まれていましても、この包括遺贈の場合につきましては、農地法の許可は必

要ありません。 

 次に、特定遺贈でございますが、この特定遺贈というのは、どこどこの番地、今回も特定さ
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れた番地が出ておりますが、どこどこの番地の土地とか、どこどこの建物というように、財産

を指定して譲渡することを言います。その中に該当する土地が農地の場合は、農地法の許可が

必要となります。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 １番、岩品委員、お願いいたします。 

○岩品委員 

 それでは、議案第１号、番号１についての調査報告を申し上げます。 

 最初に、申請地の位置ですが、ＪＲ八街駅より南に約２．５キロメートルに位置しています。

境界は境界杭で確定しています。現況はきちんと管理されており、進入路についても市道に面

しており、確保されております。 

 次に、農地法第３条第２項の許可基準に適合するか否かについて報告します。 

 権利者が自ら所有している農機具はありませんが、役員をしている農業生産法人で所有して

おり、必要に応じて借りることができますので、問題ありません。労働力は権利者と世帯員の

奥さんの２名です。 

 年間農作業従事日数は、権利者が３００日、世帯員の奥さんが１８０日。技術力もあり、面

積要件についても下限面積の５０アールをクリアしております。 

 現在所有する農地は、すべて効率的に耕作されており、過去３年間において農業経営規模を

縮小させる行為を行った事実はありません。 

 また、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保についても支障あ

りません。 

 以上の内容から、権利者及び世帯員等が権利取得後において耕作に必要な農作業に常時従事

し、申請地を含めたすべての農地について、効率的に利用すると認められますので、本案件は

農地法第３条第２項の許可基準をすべて満たしているということで、許可相当と判断いたしま

した。 

 以上、調査報告を終わります。 

○川野会長 

 続いて、２番、井口委員、お願いいたします。 

○井口委員 

 議案第１号２番、農地法第３条申請に係る調査結果について報告いたします。 

 当該審査は、遺言に基づく特定遺贈による所有権移転の申請であります。 

 申請地はＪＲ八街駅より南方向に約２．５キロメートルに位置しており、境界は確定してお

ります。現況は適切に管理されており、進入路は赤道により確保されております。 

 次に、農地法第３条第２項の許可基準に適合するか否かについて報告します。 

 権利者の所有している主な農機具は、トラクター５台、トラック２台で、農業形態は酪農家
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で乳牛は３２頭です。労働力は権利者及び世帯員が５名で、常時雇用者が３名です。年間農作

業従事日数は、権利者が３６０日、世帯員が平均１５０日です。技術力もあり、面積要件につ

いても下限面積の５０アールをクリアしております。現在、所有している農地は、すべて効率

的に耕作しており、過去３年間において農業経営規模を縮小させる行為を行った事実はありま

せん。 

 また、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保についても支障

ありません。 

 その他、参考となる事項として、営農計画はトウモロコシ１９４アールを乳牛の飼料として

作付けする予定であります。 

 以上の内容から、権利者及び世帯員等の権利取得後において、耕作に必要な農作業に常時従

事し、申請地を含めたすべての農地について効率的に利用すると認められますので、本案件は

農地法第３条第２項の許可基準をすべて満たしているということで、許可相当と判断いたしま

した。 

 以上、調査報告を終わります。 

○川野会長 

 次に、３番、４番、林委員、お願いいたします。 

○林 委員 

 それでは、議案第１号３番、農地法第３条申請に関わる調査結果についてご報告いたします。 

 まず、申請地でございますが、市役所より県道千葉川上八街線を南へ約８キロメートルに位

置しております。現況はトラクターにて、常に耕されております。 

 境界でございますが、申請地は権利者の自宅の隣接地であるため、権利者側につきましては、

コンクリート杭で確定しておりますが、奥の部分が赤道が境界となっており、境界につきまし

ては確認されておりません。 

 進入路でございますが、権利者の所有地から進入するということでございます。 

 次に、農地法第３条第２項の許可基準に適合するか否かについてご報告いたします。 

 権利者の所有している主な農機具は、トラクター２台、耕運機３台、軽トラ３台、１トント

ラック１台です。 

 労働力ですが、権利者及び世帯員が５名、常時雇用者はいません。年間農作業従事日数でご

ざいますが、権利者が３００日、世帯員が５００日、その他、常時の雇用者はございませんけ

れども、臨時雇用者が１５０日。また、技術力もあり、面積要件についても下限面積の５０ア

ールをクリアしております。 

 現在、所有する農地はすべて効率的に耕作しており、過去３年間において農業経営規模を縮

小させる行為を行った事実はありません。 

 また、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保についても支障あ

りません。 

 その他、参考となる事項でございますが、営農計画はニンジン、カブ、落花生を作付けする
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予定であります。 

 通作距離は自宅から申請地まで、約１００メートル、徒歩１分ということでございます。 

 なお、権利者と義務者は親類関係にあり、自宅も隣同士でございます。 

 以上のことから、権利者及び世帯員等が権利取得後において、耕作に必要な農作業に常時従

事し、申請地を含めたすべての農地について、効率的に利用すると認められますので、本案件

は農地法第３条第２項の許可基準をすべて満たしているということで、許可相当と判断いたし

ました。 

 以上、調査報告を終わります。 

 続きまして、議案第１号４番、農地法第３条申請に関わる調査結果についてご報告いたしま

す。 

 申請地は、市役所より県道千葉川上八街線を通り、南へ約８キロメートルに位置しておりま

す。現況は野菜畑として、きれいに耕作されております。 

 境界につきましては、２面が市道に面しており、コンクリート杭で確定しております。 

 進入路につきましては、市道に面しているため、確保されております。 

 次に、農地法第３条第２項の許可基準に適合するか否かについてご報告いたします。 

 権利者の所有している主な農機具は、大型、中型、小型、合わせて８台のトラクター、耕運

機２台、消毒機１台、２トントラック１台、その他、営農に必要な農機具はほとんどそろって

おります。 

 労働力は権利者及び世帯員等が３名、常時雇用はございません。年間農作業従事日数でござ

いますが、権利者が３００日、世帯員が６００日、臨時雇用者が２００日です。また、技術力

もあり、面積要件についても下限面積の５０アールをクリアしております。 

 現在、所有する農地はすべて効率的に耕作しており、過去３年間において農業経営規模を縮

小させる行為を行った事実はありません。 

 また、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保についても支障あ

りません。 

 その他、営農計画でございますが、馬鈴薯、ニンジンを作付けする予定である。通作距離で

ございますが、自宅から約５００メートル、車で約３分ということでございます。 

 以上のことから、権利者及び世帯員等が権利取得後において、耕作に必要な農作業に常時従

事し、申請地を含めたすべての農地について効率的に利用すると認められますので、本案件は

農地法第３条第２項の許可基準をすべて満たしているということで、許可相当と判断いたしま

した。 

 以上、調査報告を終わります。 

○川野会長 

 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第１号１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、２番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、２番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、３番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、３番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、４番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、４番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、議案第２号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請についてを議題と

いたします。 

 事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。 

○山内主査補 

 それでは、議案第２号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請についてご説

明いたします。 

 番号１、所在八街字南側、地目畑、面積６１５平方メートルほか１筆、計２筆の合計面積９

８０平方メートル。当初計画者の目的、資材置場用地。承継者の目的、資材置場用地。承継事

由、現在、建築業、製材業及び建築資材販売業を主に営んでいるが、経営規模拡大に伴い、資

材置場が必要なため、当該申請地を資材置場として利用したい。 

 なお、本件は議案第３号３番に関連しております。 

 以上です。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 １番、宮部委員。この案件は、議案第３号３番と関連しておりますので、あわせて報告を願

います。 

○宮部委員 
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 それでは、議案第２号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請ということで

ご報告を申し上げます。 

 これは、立地基準ですが、ＪＲ八街駅より南に約８００メートルに位置しております。申請

地の南側に道路はありますが、非常に狭いため、譲渡人の宅地内の一部を承認を受けて、それ

を利用し、それを進入路として確保するということでございます。 

 農地性ですが、申請地は住宅密集地に接する用途地域内であるため、事務指針２８ページの

④のＢに該当する農地と判断いたしました。 

 一般基準ですが、本申請地は昭和５４年９月２０日に資材置場として申請され、許可を受け、

今回第５条規定による許可後の変更承認ということで、引き続き資材置場として譲り受けると

いう申請でございます。 

 申請地は、自社既存施設のすぐ隣であるため、経済性、作業面において最適地ということで

申請したということです。 

 面積９８０平方メートルは、計画変更以前の面積と変わりありません。ですので、問題ない

と思われます。 

 また、資金につきましても自己資金ということで、特に問題等はないと思われます。 

 申請地は、現況地盤のまま、整地のみで利用するということでございます。計画によります

と、丸太を自然乾燥させて、良質な材木を提供する、そういう目的のために、特に埋め立ては

せずに利用して、雨水等についても自然浸透させ、周辺に被害を与えないということです。 

 また、防災計画についても、資材等の積み下ろしには、近隣に迷惑がかからないよう、十分

配慮するということです。 

 これらのことから、立地基準、一般基準に本案件に問題ないものと思われます。 

 以上で報告を終わります。 

○川野会長 

 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第２号１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、承認することに決定いたします。 

 次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。 

○山内主査補 

－８－ 



 それでは、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

 番号１、区分売買、所在八街字桃園、地目畑、面積３１５平方メートル。転用目的、専用住

宅用地。転用事由、現在、家族３人で居住しているが、現在の住居では手狭なため売却し、当

該申請地に専用住宅を建築し、移住したい。 

 番号２、区分売買、所在八街字三角地、地目畑、面積１９８平方メートル。転用目的、専用

住宅用地。転用事由、現在、アパートに居住しているが、結婚を控えているため、新居として

当該申請地に専用住宅を建築したい。 

 番号３、区分売買、所在八街字南側、地目畑、面積６１５平方メートルほか１筆、計２筆の

合計面積９８０平方メートル。転用目的、資材置場用地。転用事由、現在、建築業、製材業及

び建築資材販売業を主に営んでいるが、経営規模拡大に伴い、資材置場が必要なため、当該申

請地を資材置場として利用したい。 

 なお、本件は議案第２号１番に関連しております。 

 番号４、区分売買、所在八街字佐倉道、地目畑、面積２５７平方メートル。転用目的、専用

住宅及び進入路用地。転用事由、現在、家族４人で居住しているが、子どもの成長に伴い、現

在の住居では手狭なため売却し、当該申請地に専用住宅を建築し、移住したい。 

 番号５、区分売買、所在八街字佐倉道、地目畑、面積５６平方メートルほか１筆、計２筆の

合計面積６４．３６平方メートル。転用目的、専用住宅及び進入路用地。転用事由、現在、市

外に居住しているが、老後のことを考え、子どもの住居に近い当該申請地と隣接宅地を取得し、

専用住宅を建築し、移住したい。 

 なお、本件は議案第３号６番に関連しております。 

 番号６、区分売買、所在八街字佐倉道、地目畑、面積２．３６平方メートル。転用目的、進

入路用地。転用事由、上記申請の専用住宅の進入路として利用したい。 

 なお、本件は議案第３号５番に関連しております。 

 以上です。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 １番、２番、立﨑委員、お願いいたします。 

○立﨑委員 

 それでは、議案第３号１番の調査報告を行います。 

 立地基準ですが、申請地は市役所より北西に約０．８キロメートルに位置し、公衆道路に面

しており、進入路は確保されています。 

 農地性としては、小規模の生産性の低い農地ですので、事務指針２９ページ、Ｂに該当する

ので、第２種農地と判断しました。 

 この土地を選定した理由は、申請者の自宅より近隣にあるためということです。 

 次に、一般基準ですが、申請面積３１５平方メートルで、面積妥当と思います。 

 資金は自己資金で賄う計画になっています。 
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 用水は公営水道、雨水は浸透枡で処理、汚水・雑排水は公営下水道に接続します。 

 災害防除計画は、通勤、通学の時間帯は資材の運搬は行わないようにします。周辺農地への

被害防除対策は、農業用排水施設はありません。現地盤で利用するため、土砂等の流出はあり

ません。隣接農地の所有者に聞き取り調査したところ、特に説明はないが異議はないというこ

とでした。 

 以上のことから、立地基準、一般基準とも何ら問題ないと思います。 

 続きまして、議案第３号２番の調査報告を行います。 

 立地基準ですが、申請地はＪＲ八街駅より北西に約１キロメートルに位置し、公衆用道路に

面しており、進入路は確保されています。 

 農地性としては、住宅地に囲まれた生産性の低い農地ですので、事務指針２９ページ、Ｂに

該当するので、第２種農地と判断しました。 

 次に、一般基準ですが、申請面積１９８平方メートルで、面積妥当と思います。 

 造成計画ですが、土留めブロックが設置され、既に造成済みの土地です。周辺農地は耕作さ

れていません。資金は自己資金及び借入金にて賄う計画になっています。 

 用水は公営水道、雨水は宅地内に浸透枡を設置し、宅地内処理。汚水・雑排水は公共下水道

に接続。小作人等、権利移転に伴う支障はありません。 

 また、土地改良受益地ではありません。 

 被害防除計画については、特に記載されていませんが、被害発生時の責任の誓約書が添付さ

れています。 

 以上のことから、立地基準、一般基準とも何ら問題ないと思います。 

 以上で調査報告を終わります。 

○川野会長 

 ３番は、先ほど説明済みですので、４番、５番、６番まで、宮部委員、お願いいたします。 

○宮部委員 

 それでは、議案第３号４番についてご報告いたします。 

 立地基準ですが、申請地はＪＲ八街駅より西に約１．５キロメートルに位置し、県道から進

入路を経て、接道は確保されております。 

 農地性ですが、申請地は住宅密集地に隣接する用途地域内であるため、事務指針２８ページ、

④のＢ、（ウ）に該当する第３種農地と判断いたしました。 

 一般基準ですが、専用住宅地２７８平方メートルであり、このうち２１平方メートルは専用

住宅の進入路用地ということであります。 

 工事面積延べ１階、２階を合わせまして１３６．６平方メートルということで、特にこれは

問題ないと思われます。 

 資金は借入金で賄う計画となっております。 

 用水については、上下水道を引き込み、雨水については自然浸透にて処理し、雑排水は公共

下水道管に接続して処理をするということです。 
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 また、周辺農地への影響ですが、周辺に耕作者はありません。 

 また、ブロック塀により、周辺に被害がないようにするということです。 

 また、申請地には、小作人等の支障となるものはありません。 

 これらのことから、立地基準、一般基準に本案件は問題ないと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

 それでは、続きまして、５番、６番の報告をさせていただきます。 

 立地基準ですが、４番と同じということで、同一ということで省かせていただきます。 

 一般基準ですが、本申請地は専用住宅地ということで、面積６４．３４平方メートルとなっ

ております。これは、申請に係る農地と農地以外の土地３９１．９平方メートルと一体として

専用住宅８７．７８平方メートルを建設するということです。 

 資金は自己資金で賄う計画ということであります。 

 申請地には、小作人等の支障となるものはありません。 

 また、周辺の農地は耕作しておらず、本申請を了解しているとのことでございます。 

 用水につきましても、先ほどの４番と同じく、上下水道を引き込み、雨水等の処理は自然浸

透にて処理、汚水・雑排水は公共下水道に接続ということでございます。 

 これは、先ほどの４番のすぐ隣り合わせの土地ですので、先ほどとダブったような形の報告

になりましたけれども、地域的には、そういう場所でございます。 

 これらのことから、立地基準、一般基準に本案件は問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○川野会長 

 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第３号１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、２番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、２番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、３番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 
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○川野会長 

 挙手全員でありますので、３番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、４番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、４番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、５番、６番は関連ですので、一括で原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を

お願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、５番、６番については、許可相当で決定いたします。 

 会議中ではございますが、ここで、１０分間の休憩をいたします。 
休憩 午後４時１０分 

再開 午後４時２０分 

○川野会長 

 それでは、会議を再開いたします。 

 続きまして、議案第４号、農用地利用集積計画の承認についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。梅澤副主幹、お願いいたします。 

○梅澤副主幹 

 議案第４号、農用地利用集積計画の承認についてご説明いたします。 

 八街市長より平成２４年１月１２日付で、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により農

用地利用集積計画の承認を求められております。 

 番号１、所在朝日字竹里、地目畑、面積６筆合計で６千６２８平方メートル。利用権の種類

は賃貸借。期間は２年、再設定です。 

 次に、番号２、所在朝日字松里、地目畑、面積１千７８５平方メートル。利用権の種類は賃

貸借、期間は２年、再設定です。 

 次に、番号３、所在八街字東駒袋、地目山林現況畑、面積１万８千６２６平方メートルのう

ち９千４００平方メートル。利用権の種類は賃貸借。期間は３年、新規です。 

 以上、３件で農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えま

す。よろしくお願いいたします。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 
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 議案第４号１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、承認することに決定いたします。 

 次に、２番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、２番については、承認することに決定いたします。 

 次に、３番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、３番については、承認することに決定いたします。 

  続きまして、その他に移ります。 

 次に、報告第１号、農地法施行規則第３２条第１号の規定による農地転用の届出について、

事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。 

○山内主査補 

 それでは、報告第１号、農地法施行規則第３２条第１号の規定による農地転用の届出につい

てご説明いたします。 

 番号１、所在榎戸字方角台、地目畑、面積３千２４９平方メートルのうち１８１．３１平方

メートル。目的、農業用倉庫１棟。事業内容、農業用倉庫１棟用地として利用したい。 

 以上です。 

○川野会長 

 報告事項ですので、事務局の説明をもって承諾願います。 

 次に、報告第２号、農地法施行規則第５３条第５号の規定による農地転用の届出について、

事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。 

○山内主査補 

 それでは、報告第２号、農地法施行規則第５３条第５号の規定による農地転用の届出につい

てご説明いたします。 

 番号１、所在四木字北四木、地目畑、面積１千９１１平方メートル。目的、作業スペース用

地。事業内容、四木地区排水路整備工事に伴う作業スペースとして一時的に使用する。 

 一時転用期間、平成２４年１月２０日から平成２４年３月３０日まで。 

 なお、本件は報告第２号２番に関連しております。 

 番号２、所在四木字北四木、地目畑、面積１千４４７平方メートル。目的、作業スペース用

地。事業内容、四木地区排水路整備工事に伴う作業スペースとして一時的に使用する。 

 一時転用期間、平成２４年１月２０日から平成２４年３月３０日まで。 
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 なお、本件は報告第２号１番に関連しております。 

 番号３、所在砂字前田、地目田、面積１９６平方メートル。目的、作業スペース用地。事業

内容、砂地区排水路整備工事に伴う作業スペースとして一時的に使用する。 

 一時転用期間、平成２４年１月２０日から平成２４年３月２５日まで。 

 なお、本件につきましては、申請地全体に公共事業発生土により、約５０センチの土盛りを

行い、作業スペースとして利用し、一時転用期間終了後は農地復元を行い、畑として利用する

計画となっております。 

 以上です。 

○川野会長 

 これも報告事項ですので、事務局の報告をもって承諾を願います。 

 次に、報告第３号、農用地利用集積計画の中途解約に係る通知について、事務局、説明願い

ます。梅澤副主幹、お願いいたします。 

○梅澤副主幹 

 報告第３号、農用地利用集積計画の中途解約に係る通知についてご報告します。 

 番号１、所在東吉田字和田、地目畑、面積２筆合計で１万９千４３７平方メートル。合意成

立日、平成２３年１２月２２日。土地引渡時期、平成２３年１２月３１日。 

 なお、先ほどの議案第１号２番との関連であり、借受者が当該農地を遺贈により取得するた

めに解約したものです。 

 以上です。 

○川野会長 

 これも報告事項ですので、事務局の説明をもって承諾願います。 

 次に、報告第４号、農地の利用関係の紛争の和解の仲介の取り下げについて、事務局、説明

願います。梅澤副主幹、お願いいたします。 

○梅澤副主幹 

 報告第４号、農地の利用関係の紛争の和解の仲介の取り下げについてご報告します。 

 平成２３年１１月２８日付で提出され、１２月の総会で千葉県知事に和解の仲介を行うべき

申し立てを行うことと決定した農地の利用関係の紛争の和解の仲介については、１月１０日付

で取下願が申立人により提出されましたので、ご報告いたします。 

 以上です。 

○川野会長 

 報告で、ご承諾願います。 

 以上で、本日の審議すべき案件はすべて終了いたしました。 

 ご苦労さまでした。 

 その他に移ります。 

 事務局からの連絡事項がございましたらお願いいたします。 

 藤﨑事務局長、お願いします。 
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○藤﨑事務局長 

 それでは、まず、私の方から、来月の予定でございますが、予定表に沿って連絡いたします。 

 １月２６日、木曜日。午前１０時から転用事実確認現地調査。午後１時から農地相談という

ことで、担当委員、川野会長、宮部委員、瀬山委員ということになっておりますので、よろし

くお願いします。 

 ２月６日、月曜日。午後１時３０分から転用事実確認現地調査、担当委員、鈴木部長、赤地

委員、井口委員ということになっておりますので、よろしくお願いします。 

 ２月１５日、水曜日。続いて、２月１６日、木曜日。両方とも午後１時３０分から部会の現

地調査並びに面接調査を予定しております。担当班は来月は農地部会の第２班からという予定

になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ２月２０日、月曜日。農業委員会の定例総会。 

 ２月２３日、木曜日。午前１０時から転用事実確認現地調査。午後１時から農地相談という

ことで、担当委員、関端部長、内藤委員、中川委員ということになっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 私の方からは以上です。 

○梅澤副主幹 

 では、私から４点ほどございます。 

 まず、先ほど会長からもあいさつで触れましたが、昨年、国会で第２次地域主権一括法の一

部が改正されました。この施行に伴いまして、今年４月１日より農地法第３条の千葉県知事の

許可権限が地元の農業委員会に委譲されることとなりました。このため、現在、県で作成して

いる３条の事務指針がなくなります。このため、八街市独自の農地法第３条関係事務指針を作

成しなければなりません。現在、２月の総会に上程する予定で作業を進めており、２月上旬を

目途に委員の皆様に事務指針の案を送付する予定でおります。つきましては、お手元に届きま

したら、内容等をご確認いただきまして、ご不明な点、疑問点等がございましたら、事務局ま

でご連絡いただきたいと思います。 

 次に、２点目でございますが、お手元に大きい紙でございますが、平成２４年度の予定表を

配付しておきましたので、ご利用いただきたいと思います。 

 次に、３点目です。１０月の総会時にお願いいたしました農業者年金の推進結果報告書の提

出をお願いします。 

 なお、本日お持ちでない方は、遅くても今月末までにお願いしたいと思います。 

 最後に４点目でございますが、今回、地元案件のありました委員さんは、総会終了後に現地

調査票を提出されますとともに、事前に事務局で配付いたしました関係資料につきましても、

個人情報が入ってございますので、ご返却のほどをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○川野会長 

 委員の方からご質問がございましたら、お受けいたします。 
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○関端委員 

 さっきの報告の件ですが、別にこれは質問ではないんですけれども、場所がちょっと、地元

の人の所有ではないので、大体場所はわかるんですが、なぜ、ほかの人が農地を持っていて、

この人たちは農家なんですか。それとも農家じゃないんですか。 

○藤﨑事務局長 

 どの報告の案件ですか。 

○関端委員 

 先ほどの報告で、排水の件で出ていたでしょう。報告第２号です。 

○藤﨑事務局長 

 報告第２号の１番、２番ですね。 

○関端委員 

 これは地元の人じゃないんですが、これを農地とすると……。 

（聴取不能） 

○梅澤副主幹 

 今の報告第２号の１番と２番ですけれども、通常、農家の方であれば、大体地元委員さんも

わかるかと思うんですが、恐らくこれも登記簿を見ないとはっきりわかりませんけれども、相

続の場合というのは、農家をやっていなくても行ってしまいます。ですから、その関係で恐ら

く相続等で、その中で農地がこの方に行ったのかなと。昔は多分、四木に関係があった方だと

いうふうに思われます。 

○関端委員 

 場所は大体わかります。大ざっぱでは……。 

○川野会長 

 持ち主がね。 

○関端委員 

 持ち主が地元の人ではないので。 

○川野会長 

 ほかに何かございますか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 なければ、以上で閉めます。 

○藤﨑事務局長 

 閉会を宣す。（午後４時３７分） 
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